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告 示 

鳥取県告示第67号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の規定に

基づき、指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年２月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

開設者の氏名

又は名称 
開設者の住所 

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療

機関の所在地 

自立支援医療

の種類 
指定年月日 

合 同 会 社 

ＲＡＫＵ 

米子市河崎3462－

３ 

楽訪問看護ステー

ション 

米子市安倍740－９ 精神通院医療 令和５年２月１

日 

株式会社つづ

り 

米子市長砂町875 訪問看護長砂のかぜ 米子市長砂町875 
〃 

令和５年３月１

日 

                                                    

鳥取県告示第68号 

次の医療機関を令和５年２月20日付けで救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定す

る救急病院と認定したので、同令第２条第１項の規定により告示する。 

  令和５年２月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

名     称 所   在   地 認定の有効期限 

鳥取県立中央病院 鳥取市江津730 令和８年２月19日 

鳥取市立病院 鳥取市的場一丁目１ 〃 

鳥取赤十字病院 鳥取市尚徳町117 〃 

鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町458 〃 

岩美町国民健康保険岩美病院 岩美郡岩美町大字浦富1029－２ 〃 

国民健康保険智頭病院 八頭郡智頭町大字智頭1875 〃 

鳥取県立厚生病院 倉吉市東昭和町150 〃 

医療法人共済会清水病院 倉吉市宮川町129 〃 

医療法人十字会野島病院 倉吉市瀬崎町2714－１ 〃 

鳥取大学医学部附属病院 米子市西町36－１ 〃 

独立行政法人国立病院機構米子医療センター 米子市車尾四丁目17－１ 〃 

独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 米子市皆生新田一丁目８－１ 〃 

社会医療法人同愛会博愛病院 米子市両三柳1880 〃 

医療法人育生会高島病院 米子市西町６ 〃 

鳥取県済生会境港総合病院 境港市米川町44 〃 

南部町国民健康保険西伯病院 西伯郡南部町倭397 〃 

日野病院 日野郡日野町野田332 〃 

日南町国民健康保険日南病院 日野郡日南町生山511－７ 〃 

                                                    

鳥取県告示第69号 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により告

示する。 

  令和５年２月21日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 
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１ 開発許可の年月日及び番号 

  令和５年１月６日 鳥取県指令第202200239933号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称 

  境港市外江町字大草沢 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  境港市上道町2085 

清水 慶 

                                                    

人 事 委 員 会 告 示 

鳥取県人事委員会告示第２号 

平成18年鳥取県人事委員会告示第１号（選考により採用する職）の一部を次のように改正し、令和５年２月21

日から施行する。 

  令和５年２月21日 

鳥取県人事委員会委員長 小  松  哲  也 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

１ 常に選考によるものとするが、実施に当たりあらか

じめ人事委員会の承認を要するもの 

心理療法士の職、心理判定員の職、児童自立支援専

門員の職、児童生活支援員の職、児童指導員の職、児

童福祉司の職、歯科衛生士の職、臨床検査技師の職、

診療放射線技師の職、理学療法士の職、助産師の職、

職業訓練指導員の職、計量士の職、船舶乗組員の職、

学芸員の職、速記者の職、機械技術の職、電子工学技

術の職、生物工学技術の職、講師の職、有機化学技術

の職、臨床心理士の職、言語聴覚士の職、視能訓練士

の職、プログラマの職、社会教育主事の職務に準ずる

職務に従事する職員の職、介助職員の職、作業療法士

の職、学芸員の職務に準ずる職務に従事する職員の職、

医療ソーシャルワーカーの職、診療情報管理士の職、

物質工学技術の職、文化財主事の職、生態系環境技術

の職、原子力技術の職、水産種苗生産技術の職、弁護

士の職、病院薬剤師の職、公文書館の専門員の職、獣

医師の職、育種・飼養技術の職、心理カウンセラーの

職及び障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35

年法律第123号）第２条に規定する知的障害者をもっ

て補充しようとする職 

２ 競争試験によりがたい場合に、個別に人事委員会の

承認を要するもの 

保育士の職、薬剤師（病院薬剤師を除く。）の職、

栄養士の職、保健師の職、司書の職及び国際事務の 

職 

３・４ 略 

 

１ 常に選考によるものとするが、実施に当たりあらか

じめ人事委員会の承認を要するもの 

心理療法士の職、心理判定員の職、児童自立支援専

門員の職、児童生活支援員の職、児童指導員の職、児

童福祉司の職、歯科衛生士の職、臨床検査技師の職、

診療放射線技師の職、理学療法士の職、助産師の職、

職業訓練指導員の職、計量士の職、船舶乗組員の職、

学芸員の職、速記者の職、機械技術の職、電子工学技

術の職、生物工学技術の職、講師の職、有機化学技術

の職、臨床心理士の職、言語聴覚士の職、視能訓練士

の職、プログラマの職、社会教育主事の職務に準ずる

職務に従事する職員の職、介助職員の職、作業療法士

の職、学芸員の職務に準ずる職務に従事する職員の職、

医療ソーシャルワーカーの職、診療情報管理士の職、

物質工学技術の職、文化財主事の職、生態系環境技術

の職、原子力技術の職、水産種苗生産技術の職、弁護

士の職、病院薬剤師の職、公文書館の専門員の職、育

種・飼養技術の職、心理カウンセラーの職及び障害者

の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）

第２条に規定する知的障害者をもって補充しようとす

る職 

２ 競争試験によりがたい場合に、個別に人事委員会の

承認を要するもの 

保育士の職、薬剤師（病院薬剤師を除く。）の職、

栄養士の職、保健師の職、司書の職、獣医師の職及 

び国際事務の職 

３・４ 略 
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